
質の高い教科書の実現と教科書採択の公正性・透明性を高めるために 

【 ガイドライン 】 

 

 ⑴ 質の高い教科書づくり 

   大前提として、子供たちの学力向上には、教員の指導力の向上とともに質の高い教科書

の実現が必要不可欠である。そのためには、日々の授業実践を通じて、教科書を前にした

実際の子供たちの反応を見て知っている教員の教科書に対する意見を、教科書等の著作・

編集等を通じて積極的に教科書発行者に伝えることが大切である。 

   また、教科書研究を通じて授業の質を高めることも大切であり、教科書発行者と関わる

こと自体を良くないことと捉え、教科書研究が疎かになる事態は避けなければならない。 

  ① 教員等の意見の反映 

   ・ 質の高い教科書の実現のために、日々の授業実践を通じて得られた教員等の意見を

積極的に伝える。 

  ② 教科書づくりへの評価 

   ・ 市町村教育委員会等は、教科書づくりに関与する教員等を積極的に評価する。 

 

 ⑵ 教科書発行者との関係 

   教科書採択の公正性・透明性の確保には、教科書発行者との関係において、どうすべき

なのかを明確にする必要がある。 

  ① 教職員について 

   ・ 教科書発行者（関連会社を含む。）が発行する書籍等（教科書や指導書、教科書準拠

教材、雑誌を含む。）の著作・編集に関わる場合は、服務規程等に定められた手続きを

行う。 

     この場合、学校における調査研究を含め、関わった種目の採択に関わる事務には一

切関与しない。 

   ・ その他意見聴取等は、機会・期間を問わず、一切の金品（中元、歳暮を含む。）を受

け取らない。かつ、一切の供応を受けない。また、検定期間や採択期間は教科書発行

者と一切の接触を持たない。 

     この場合、学校における調査研究を含め、採択に関わる事務に関与できる。 

  ② 教育委員会について 

   ・ 教科書発行者（関連会社を含む。）が発行する書籍等（教科書や指導書、教科書準拠

教材、雑誌を含む。）の著作・編集に関わる場合は、服務規程等に定められた手続きを

行う。 

     この場合、採択権者（教育長、教育委員等）も関わった種目の採択には関与しない。

また、指導主事等は採択に関わる事務には一切関与しない。 

   ・ その他意見聴取等は、機会・期間を問わず、一切の金品（中元、歳暮を含む。）を受

け取らない。かつ、一切の供応を受けない。また、検定期間や採択期間は教科書発行

者と一切の接触を持たない。 

     この場合、採択に関わる事務に関与できる。 



 

 

 

 ⑶ 会議の公開・議事録の公表 

   法令を踏まえ、採択の過程を積極的に公開・公表し、教科書採択の公正性・透明性に疑

念を生じさせないようにしていくことが求められる。 

  ① 会議の公開 

   ・ 共同採択地区における採択地区協議会の会議 

   ・ 単独採択地区における選定委員会の会議 

   ・ 採択に係る教育委員会の会議 

  ② 議事録の公表 

   ・ 共同採択地区における採択地区協議会の議事録（無償措置法による努力義務規定） 

   ・ 単独採択地区における選定委員会の議事録 

   ・ 採択に係る教育委員会の議事録（地教行法による努力義務規定） 

 

 ⑷ その他 

  ① 採択のために作成した資料の扱い 

   ・ 調査員が作成した資料等の扱いについて、あくまでも参考であることを明示する。 

   ・ 調査員が作成する資料については、採択権者の判断に資するよう一層充実したもの

となるよう努める。 

  ② 不公正な行為への対応 

   ・ 教科書発行者による不適切な行為や公正取引委員会の警告も勘案して、教科書を採

択する。 

   ・ 今後の採択において、不公正な行為があった場合には、採択のやり直しを検討する。 

    また、不公正な行為のあった者（採択権者、調査員を含む。）については、次回の採択

に関わる事務に関与できない。 

  ③ 教育委員会が主体的に採択できる体制の整備 

   ・ 勉強会を実施する。 
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▶ 教科書等の執筆 ⇒ 服務上の手続 
              ⇒ 教育委員会等による積極的な評価 

▶ 教科書発行者による意見聴取等 ⇒ 金品受取不可 

▶ 教員等の意見の反映 ⇒ 質の高い教科書づくりには不可欠 

▶ 教科書発行者との接触 ⇒ 一切禁止 

▶ 教科書発行者との接触 ⇒ 一切禁止 

▶ 教科書発行者と関わりを持った者 ⇒ 採択への関与禁止 

▷ 調査資料の扱い ⇒ 採択権者の判断に資する「参考」資料 

▷ 教科書発行者による過度な宣伝行為等 ⇒ 採択時に勘案 

▷ 教育委員による主体的な採択 ⇒ 勉強会の実施 

▷ 採択に関する会議・議事録 ⇒ 積極的な公開・公表 

（凡例） 「▶」…教科書発行者との関わり、「▷」…採択までのプロセス 

機会・期間を問わず、一切の金品・歳暮を受け取らない。一切の供応を受けない。 


